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葉山町教育委員会１１月定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和元年１１月２０日（水） 

２ 開 会 場 所  保育園・教育総合センター 会議室２ 

３ 出 席 委 員  教育長  﨤町和久 

         教育長職務代理者  鈴木伸久 

         委 員  小峰みち子 

         委 員  水沢 勉 

         委 員  下位勇一 

４ 出 席 職 員  教育部長  沼田茂昭 

         教育総務課長  虫賀和弘 

         学校教育課長兼教育研究所長  濵名恵美子 

         生涯学習課長  井上尚美 

         図書館長  野田 仁 

         学校教育課指導主事  梶浦いづみ、杉田大樹、大黒貴文 

５ 議   長  教育長  﨤町和久 

６ 書   記  教育部長 沼田茂昭 

７ 開   会  午後２時００分 

 

（開会宣言） 

教 育 長） それでは時間になりました。ただいまから葉山町教育委員会 11 月定例会を開会

いたします。 

本会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第３項

の規定による定足数に達しております。したがって、有効に成立をしております。 

時刻は 14 時ちょうどでございます。 

本日の定例会につきましては、傍聴人が２名いらっしゃることをご報告いたしま

す。傍聴人の方にお願いいたします。携帯電話等の電源をお切りくださるようお願

いを申し上げます。 

 ここで、会議次第の確認の前に、１件報告をさせていただきます。去る 10 月９

日に開催されました葉山町議会第３回定例会において、議会の同意を得て、令和元

年 11 月１日付で下位勇一教育委員が任命をされました。また、同日 11 月 1 日、辞

令交付式が執り行われました。任期は令和５年 10 月 31 日までの４年間となります。

そこで、本定例会に出席するのは初めてということもございますので、下位委員に

ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

下 位 委 員） こんにちは。下位勇一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は、生まれも育ちも葉山で、葉山小学校、葉山中学校を卒業しました。就職し
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て一旦東京に引越ましたが、子どもができてから葉山に戻ってきた、というような

経歴でございます。 

本職は、プログラミングとかシステムの構築をするような会社を経営しておりま

す。そのため、葉山町商工会とのつながりもありますので、そういったところでも

お役に立てることがあるんじゃないかなと思っております。 

また、現在子どもが中学２年生で葉山中学校に通っております。保護者同士のつ

ながりも濃密にございますので、そういったところでご協力ができるのではと思っ

ております。４年間の任期、よろしくお願いいたします。 

教 育 長） なお補足すれば、地教行法上の教育委員の任命規定の中の５、保護者としての資

格を有する方でいらっしゃいます。 

 それでは、本日の日程の確認をしたいと思います。次第をごらんください。日程

第１ 前回会議録について、日程第２ 教育長の報告事項について、日程第３ 定

例校長会議について、日程第４ 教育委員活動報告について、日程第５ 議案第

16 号「令和元年度葉山町教育予算（一般会計補正予算（第５号））（案）につい

て」、日程第６ 議案第 17 号「旅館業の営業許可に係る意見について」、日程第

７ 各課からの報告（学校教育課 葉山町就学援助に関する要綱の改正について、

生涯学習課 第 72 回葉山町成人式について）、日程第８ その他となってござい

ます。 

会議次第について、ご異議ございませんでしょうか。 

委 員 全 員） 異議なし。 

教 育 長） では、ご異議なしと認めます。 

 なお、会議録作成の都合上、質疑の際には挙手をお願いいたします。こちらで委

員の名前を指名いたしますので、その後にご発言をお願いいたします。また、質疑

をされるときには、何についての質疑であるか、明確にお願いをしたいと思います。 

 

（前回会議録について） 

教 育 長） それでは、日程第１「前回会議録について」を議題といたします。 

 説明をお願いします。沼田教育部長。 

教 育 部 長） それでは、10 月定例会につきましてご報告いたします。 

各委員の皆様には資料等を配付させていただいておりますので、内容については

省略させていただきます。なお、10 月定例会は教育長及び教育委員の出席が５名、

開会 10 時、閉会 11 時 57 分でございます。 

 以上でございます。 

教 育 長） 事前に 10 月分については、ご確認済みかというふうに思います。特に修正を含

めたご意見等、ご異議等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

それでは、ご異議なしということにしたいと思います。 
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 以上、前回会議録については原案のとおり承認をされました。 

 

（教育長の報告事項について） 

教 育 長） 続きまして、日程第２「教育長の報告事項について」を議題といたします。 

 まず、私より報告をさせていただきます。今回も、お手元に教育長報告事項とい

う表題のペーパーがあるかと思います。そこには記載が 11 件ございまして、日程

に沿って順次お話いたします。ただし、定例校長会議につきましては日程第３で扱

いますので、ここでは割愛し、残り 10 件について報告いたします。 

 本定例会は前回が 10 月 16 日でしたので、それ以降、教育長が携わった主な業務

についてお話をするということになります。 

 １件目、10 月 24 日（木曜日）、就学支援委員会が開催されました。本年度の第

２回。冒頭で教育長挨拶をさせていただきました。今回は７月以降の不順な天候と

防災の話を枕にして、障害者基本法等の支援の姿勢を踏まえた丁寧な協議をお願い

いたしました。 

その話とあわせて、話に趣を添えるといいますか、少し話を足すんですけれども、

たまたまＥＴＶの番組で「バリバラ」というのがありまして、そこで出されていた

問題提起を紹介しました。私たちはさまざまなこういったマイノリティの問題につ

いてもいろいろ整理をし、概念化し、枠組み化してきて、それに応じて対処すると

いうふうなことを考えていくわけですけれども、時代によって新たに発見されるこ

ともあるわけだし、認識が深まることによって枠組みが変わることもあるので、絶

えず検証が必要である。そしてそれに基づいて充実した支援教育でありたいという

旨を添えさせていただきました。その番組は、具体的にはアセクシャルとメジェン

ダーの問題を扱ったものです。この日はそういう挨拶をさせていただきました。 

２件目に参ります。10 月 27 日（日曜日）、逗葉地区の青少年音楽祭が福祉文化

会館で開催されました。これも冒頭で挨拶をさせていただきました。本年は公立５

中学、逗子・葉山５校、これに逗子高校、県立逗子高校が加わりまして、６校での

開催となりました。６校それぞれの演奏の後に合同の演奏もあって、全体として見

れば、やはり例年どおりですけれども、曲目が非常に多彩であり、充実したイベン

トであるというふうに思っております。 

私が今回申し上げたかったのは、技術的な上下というか、巧拙みたいなことはど

うしてもありますけれども、そのことにかかわらず、学生らしく、若者らしく全力

投球してもらいたい。その全力投球すること自身が自分たちの喜びでもあるし、人

に与える喜びとなるんじゃないかということを申し上げました。 

あと一つ、どうしてもこういうことをつけ加えたくなったんですけれども、今年

のような災害多発の折柄、ちょうどこのころ、まだ災害復興に取り組んでいるよう

な地方も随分あったわけですから、そういう折に音楽を演奏するとか、聴くことが
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できるということの幸せをお互いにかみしめながら、きょうの音楽祭を楽しもうじ

ゃないか、そんなふうなことをお話しさせていただきました。 

３件目に行きます。10 月 31 日（木曜日）、葉山中学校の学びづくり研究発表会

がございました。県と町の学びづくり研究指定校ということで発表に当たってござ

います。今回のテーマは、「深い学びを実現する指導の工夫」というテーマで、こ

れに副題がありまして、「生徒の主体的な言語活動を中心とした授業づくりを通し

て」と。この主題と副題、これをあわせて見ると、狙いは、基本的には、深い学び

の実現ということになっております。そのための工夫として、言語活動というもの

をてこにするというか、そういうふうにつくられた研究テーマだったというふうに

思っています。 

今回は、２年生の社会科１クラスと、１年生の理科１クラス、２クラスが１コマ

公開するということでございました。先に課題もあわせて、並行して述べてしまい

ますけれども、公開クラスを何とかふやせないものだろうかということを今回も強

く感じてございます。校内研究を特別なトピックスとかイベントにしないでほしい

ということは前から各校に申し上げているわけなので、日常の校内研究の延長上で

こういうふうな研究発表会があるといいなと思っていますので、できれば、全クラ

スにしたい。受付要員とかいろいろありまして、厳しいかもしれないんですけれど

も、できるだけふやせないかということを思っています。それは多くの教員にとっ

て、自分が発表し、より客観化することを通じて、教員にとってもいい研修になる

んじゃないかと、そんなことを考えているところです。 

それから、もう一つは、この社会と理科を担当してくださった研究発表の教員で

すけれども、以前から研究発表のときに割合に多く登場する方なので、メンバー固

定化ということもやや問題なのかというふうなことをあわせて感じた次第です。 

私たち教育委員は７月 10 日に同校を視察しています。あのときに、学校全体の

授業に取り組む雰囲気というのか、もう少しはっきり言わせてもらうと、授業を変

えようとか、改善しようとかというふうなことでいろいろ試みている、その雰囲気

がいいということをみんなで共通了解したわけなので、私としてはこの７月 10 日

の結果の上に、さらにプラスアルファでこの研究授業に何が出てくるのかという期

待を持って行ったというところがあるけれども、結果的に言うと、頑張ってくださ

った教員たちに申しわけないけれど、７月 10 日を超えるものをここで何か見つけ

たということはなかったと、今回は評価をしています。 

ちなみに、本研究会の参加者は、教育委員会関係者を除くと、名簿上は 84 名、

うち南郷中学校 14 名、葉山中学校 30 名、小学校が 40 名と、そういう構成で行わ

れました。 

授業の様子ですけれども、１年生の理科に関しては、「物質の姿、水溶液」とい

うのが単元テーマでございます。教材を工夫されて、発泡スチロールを粒子状にし
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て、これを物質に見立て、その水溶液がこの先どうなるかということを視覚化して

予想する、そういう工夫をしたり、それから、班別で議論をさせるんですけれども、

そこではミニホワイトボードを使って、お互いに、これがこういう理由でこうなる

みたいなことを説明させるような討議をさせた上で、その結果を全体に向けて発表

するというようなスタイル。２つ見に行ったので、全体像を見ていないので、はっ

きりこうだということを言い切れないところもありますけれど、そういう工夫はあ

ったかと思います。 

班単位で議論していた内容は、なぜ体積が減るのか、２つのものを合わせたとき

に。そういう話をしていました。つまり、溶けるということはどういうことなのか

ということを、工夫された道具を使って説明させようということだったのかと思い

ました。 

理科の先生は、言語活動に限定されないような多様な会話を想定しているという、

副題で言語活動と言いながら、そうじゃないものを想定しているという話でした。

実は、学習指導要領や中教審で言っているところの言語活動というのは、あそこで

挙がっているのは私はあくまでも例示だと思っています。あそこで挙がっている記

録、要約、説明、論述、討論というのが言語活動の代表です。あれは代表的な言語

活動の例示であるので、それ以外の部分を含めて、実際に思考力、判断力、表現力

の育成につながるような言語を通じた取り組みであれば、それは言語活動だなと思

っているので、そういう理解しなくてもいいんじゃないのかと思います。 

ただ、どういうときにどういう言語活動をさせることが資質・能力を育む上で効

果的であるのかということは一生懸命考えなきゃいけない。私の中ではやっぱり、

自分に対してもそうだけれど、人に対して説明できるかどうかというのは、言語活

動の中で非常に大きな取り組みなのではないかなと思いながら、そこでの発表を聞

いておりました。 

１年生なのでということが言いわけなのかもしれないけれど、班内での対話とか、

全体の発表を聞いていると、余りこなれていなかったんです。まだまだ鍛える必要

があるだろうなと。ただ、少し、学校や担当者に対して、あるいは、理科、教科に

対して厳しいことを言えば、もう既に半年もたっているから、もう少しできるんじ

ゃないですかと言いたいような気分で帰ってまいりました。 

２年生の社会のほうですけれども、こちらは「身近な地域の調査」というテーマ

で、持続可能な葉山町にしていく３つの提言をつくるという、個別的、あるいは班

別の作業を形にするような、そういう授業でございました。深く考えられることと

は、社会科の場合で言えば、多面的に考えられることだという、そういうお考えで

した。大ざっぱに言えば、そういうふうに理解してもいいかというふうには思いま

すけれども。 

さまざまな考える工夫もされているのかと思うんですけれども、授業風景自体は
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ほぼ一貫して、班別であったり、あるいは個別であったりというのが特徴です。班

別、個別で提言に向けての研究を、提言とは葉山町に対してしていく３つの提言の

ことですが、それぞれがやっています。だから、４人、５人でやっていたり、１人

でやっていたり、さまざまです。教員の関与は、だから表面上はないです。こうい

うテーマを与えて、こういう工夫をしてあるから、あとは自分たちでやってという、

そういうスタイルで進行をしていました。ただ、バックグラウンドとか、前時まで

の流れの中で、積み重ねの中で教員のかかわりというのは当然あると思います。 

この後の研究協議の中で、この先生がご自分でこういうのを目標にしているとい

うことをおっしゃっていたんですけれども、どうすれば学び続けられるかに注力を

してきた。子どもたちの学びを邪魔しないことが大事だというふうに考えて、教師

がいなくても学び続けられるように、そういう授業づくりをしてきたつもりである

ということなんです。だから、そういう教師が全くいなくても、子どもたち同士で

自然に始まり、自然に終わっていくような、そういうのを理想と考え、それを目指

していくということでした。 

それについて議論し始めると、また際限もない議論になっちゃうので、いろいろ

ご意見あると思いますけれど、根本のところだけ言っておくと、その発想のある部

分だけは間違っていなくて、それはできることだと思います。例えば大学院生とか、

あるいは大学生であれば自分で研究テーマを選び、自分で調べ、自分で研究を積み

重ね、思考過程を経て自分で論文出して発表すると、そこまで一括で全部自分でや

りきるのが大学生だと思うんです。大学生以上かな。私が思うには、高校生はそれ

に準じたことがある場面ではできるかもしれない。以下順に下がっていって、じゃ

あ、小学校低学年はどうかと言ったら、やはりそこは、主体的な自分でやる授業と

はいえ、教員が関与しなければ、ただの思いつきとか、それこそ、適切な準備を経

ないテーマの選択なり、スタイルになってしまう。やっぱり発達段階とか年齢とか、

それから科目とか単元とか教材とか、そういうものをしっかり見ながら、学びの姿

形を選びとってあげる責任が教員の側にあると思うんです。もちろん、その授業な

り単元なり、１年間通してのその教科の授業が終わった段階なりで、子どもが子ど

も同士で説明できるようになることはすばらしいけれども、何かその形自体、学び

の形自体を理想として追求するという発想そのものに、大変違和感を覚えました。

私たちが目指さなきゃいけないのは、まさに、子どもたちの見方、考え方を含んだ、

その教科に応じた資質・能力をどう育成するかであって、その資質・能力を育成す

るのに向いた形であれば授業が始まるところから終わるところまで、ほっぽりっ放

しでも構わないと思いますけれども、それだけが追求の対象というのは非常に危険

なところがあると思います。形が優先していて、実質的なその学びの中身、これが

ないことになってはいけない。３つの提言という、テーマを選ぶ段階から中身の問

題について十分お考えになった上で、この形を選んでいるということなのかもしれ
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ないけれど、その姿自体が理想だっておっしゃられたので、それはやっぱり行き過

ぎじゃないかということを改めて思った次第です。そのことは校長にもお伝えして

きました。 

それからもう一つ、一人ひとりの支援よりも、全体の様子を見ていることが大事

なので、机間巡視をしないとおっしゃられたけれど、これも私、実は、すごく疑問

に思っていて、最終的には一人ひとりに対して評価をするわけです。Ａだとか、Ｂ

だとか、Ｃだとか張りつけているわけなので、それは、やっぱり机間巡視をして、

その時々にその子がどういう状態であって、どういうアドバイスをしなきゃいけな

いかということの積み重ねじゃないと、把握し切れないところがあります。確かに、

全体が一つのテーマのもとにみんなで騒然としてというか、いろいろなことをやっ

ているので、全体像を見て、それをコントロールすることも大事なだけれど、やっ

ぱり机間巡視みたいなことも、どうしても必要なんじゃないかなと、首をかしげな

がら聞いていました。 

大変おもしろい実験なんです。全体を否定しているわけではありません。こうい

うことを目指すことがあるときあってもいいというふうに思います。それから、子

どもたち同士で、１から 10 まで運営できる、50 分間かな、中学は。そういうこと

があるということ自体はいいことだと思うけれど、それが何か、目指すべき理想の

方向みたいに思われてはいけないなということを強く思った次第です。 

最後の全体会における指導・助言の中で、指導に入られている横浜国大の青山先

生は、大変遠慮がちに、かつて活動あって学びなしというようなことが起こったこ

ともあると、大変控え目におっしゃられていたけれども、そういうことをあえて持

ち出したのは、私と同じようなことを言いたかったんじゃないのかというふうに推

測した次第です。個人的には青山先生にもっとはっきり、強く言ってほしかったな

と思いながら帰ってきました。 

４件目にいきます。11 月１日（金曜日）、辞令交付式です。教育委員の辞令交

付、実は下位委員でございますけれども、これに立ち会ってまいりました。朝８時

45 分から町長室にて辞令の交付があったということでございます。 

５件目に参ります。11 月１日の金曜日、鎌倉市立第一中学校の研究発表会に行

ってまいりました。大変勉強になりました。ここは県と鎌倉市の研究指定校という

ことで、発表をされたということでございます。多少私的な感慨もあるんですけれ

ども、かつて葉山中学校の教頭であった山本先生が、この学校の教頭先生でいらっ

しゃいまして、久しぶりに山本先生の顔を見て、激励してくるという、そういうこ

とも自分の中で、ミッションの一つに加えた上で、見てきた次第です。テーマは

「対話的な学びを充実させ、一人ひとりの物の見方、考え方の育成を図る授業実

践」。ごちゃごちゃ言ってるけれど、早い話が、対話的な学びを充実させると言っ

ているわけです。 
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次はいいこと、大事だと思ったことですけれど、今回は全クラス発表です。その

全クラスですが、人によってその充実度とか、巧拙、もちろんあります。あるんだ

けれども、全てのクラスがこのテーマに沿ったことをやっています。それを見てき

ましたんで、学校を挙げて、決めた目標に全員が取り組んでいるという姿勢が、や

っぱりすばらしいと思いました。これがピックアップクラスだと、ほかはどうかと

いうことが、ほかの教員はどうだということがわからないですから。やっぱりここ

までやってほしいなということを改めてこの学校を通しても感じた次第です。 

副題もあるんですけれど、省略をします。１年生から３年生、全８クラスと支援

級１クラス、この９クラスが１コマ、５時間目の時間帯で公開でございました。 

内容に入る前に、あらかじめ言っておくと、午前中の総合教育会議の場でも少し

申し上げましたけれども、ＰＴＡの方が誘導、案内とか、受付とかやってくださっ

ているんです。それは恐らくその前段で、ＰＴＡとの協力関係とか、お互いの情報

共有関係がしっかりできていないとできないんじゃないかと思いましたので、そう

いうことも目についた次第です。 

それからもう一つ、中身を紹介する以前に、ここまでみんながやれるというのは、

いろんな要素があると思うんだけれど、一つは、指導に入る大学の先生の入らせ方

もあると思うんです。毎年のように人をかえて、今年はこれをやるんで、ここよか

ったね、ここ悪いねみたいなことを言うでしょう。翌年別の人が来て、また別のこ

とを言うでしょう。これやっている限りは、あまり根本的に学校がよくなると私は

思わないです。はっきり、少なくとも３年後ぐらい先にどういう学校像にしたいか、

どういう授業像にしたいかということをはっきりビジョンとして持っていて、それ

に向けて今年はどこまで、翌年はどこまで、そういう積み上げ式に指導に入ってく

れる方でないと、こういうふうには変わっていけないんじゃないかということを強

く感じました。しょうがない面もあるんですけど、今年は道徳やりました、来年は

国語やりました、その次は体育やりました、これではだめだというふうに、今、私

は思っています。そんなことも改めて感じています。ここは横浜国大の髙木教授で

すけれど、髙木先生が６年から７年にわたって指導していたんです。そのことが生

んだ成果かというところも感じてきた次第です。 

この全教員が同じテーマに一致して取り組んでいるということの物質的な証拠と

いう意味で言うと、例えば、学校グランドデザインが提示されているんですけれど

も、それ以外に、各教科のグランドデザインというのも示されていて、要するにそ

の教科として中学校で３年間通じて、何をやって、資質を育成したいのかというこ

とを表現するわけです。全体のグランドデザインの中にその教科版のバージョンが

はめ込まれるようになっています。その教科のグランドデザインの中に実は単元計

画があるわけです。１年生のこの単元では、その前提の中でどういうふうにしてグ

ランドデザインに沿ったものをつくっていくか、そういうふうな有機的な関係がし
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っかりできています。 

それから、あともう一つ大事だなと思ったのは、教科のグランドデザインをつく

る意味というのは、単元計画とのかかわりもあると思うけれど、実は学年目標との

かかわりもあると思うんです。教科単位ということは３年間を縦にして積み上げる

わけでしょう。小学校だと６年間縦に積み上げるわけでしょう、その教科を。これ

抜きに学年目標だけ優先してつくっちゃうと、その学年はどういう子をつくるかっ

ていう目標があるかもしれないけれど、前の学年から何を見てとか、次の学年に何

をつなげていくのかとか、そういうビジョン抜きに、その学年だけのよい姿つくっ

て終わっちゃう可能性があるんです。６本の横切りの学年目標が並んでいくだけの

学校になっちゃう可能性があるので。教科目標が縦軸です。それと学年目標、横軸

みたいな、そういう交差した努力をするべきだというふうなことを改めて感じまし

た。つくっていくのは大変だけれど。でも、１回できてしまえば、あとはそれを改

良していけばいいので。 

各単元計画、学びのプランには評価規準が書いてありまして、評価規準というの

は何に基づいてできているかというと、これをクリアすれば、こういう力がつけば

Ｂという評価になりますよということがあらかじめ予告されています。評価を闇討

ちにしないということです。通常、我々が受けてきた教育では、年度末に、あなた

は実は４ですよとか、あなたは３ですよとかという、そういうのが返ってくるわけ

です。何で３なのかということは実際よくわからないんです。一見みんなわかるよ

うに流されちゃうのは、テスト 50 点だったでしょうって、こう書いてあるからで

す。でも、本当は、どういう資質・能力を育成したくて、どういう授業をやってき

たから、それに照らしてあなたはこういう評価ですというふうに書きかえなきゃい

けない。それが見えないのが今までの日本の教育だと思うけれど、評価規準をあら

かじめ明示するということの意味がグランドデザインと関連した単元計画の中にあ

るのかというふうに思いました。 

あとは、「一中先生トラの巻」なんていうのもありました。Ａ４サイズ見開きで、

簡単に言うと、ハンドブックの超簡略版みたいなことが、大きい字で書いてありま

す。あれだと先生が授業に行くとき持っていけるから、自分の授業を自己点検しな

がらやれる、そういういいトラの巻がありました。そういうものも、葉山もいずれ

つくってもいいのかな。ハンドブックの冊子だと、なかなか授業に持って行ったり

とか、日常見ることできないですから、そういうふうに進化させていくことも可能

かというふうなことを思ってまいりました。 

それから、生徒の参加のさせ方なんですけれど、７月に全生徒アンケートをやっ

ています。もしかしたら、今、南中でも同じようなことができているかもしれませ

んけれども、授業に関するアンケートをとって、それに基づいて改良を加えた結果

でやるんです、11 月の研究会というのは。 
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それから、当日の研究協議の冒頭、高木先生は必ずこういうふうに指導をされて

いると思うけれど、協議が始まる教室に、その授業に出席した子たちを連れてくる

んです、何人かですけれど。その子たちに研究協議に参加した教員たちが質問をす

る時間を必ずつくるんです。そういうふうに、授業を受けている人間がその授業を

どういうふうに捉えたかということを前提にしてみんなで話し合おう、そういうや

り方をしています。そういうことがないとすると、教員同士がお互いに、例えば外

部から来た教員が、やった人の授業に対してコメントをする、そういうやりとり、

評価をするということになってしまうので、一番、いわば受益者であり、もしかし

たら被害者かもしれない生徒の意見を聞くというやり方を、どこかで取り入れるこ

ともいずれは葉山でやりたいなと私は思っています。 

あと一つ、これはさっきの葉山中学校の社会科発表授業のやり方とあえて真逆に

なるのかと思ったけれども、どの教室にもこういう、大きな、磁石がついているん

です。大型のストップウォッチがあって、時計があって、それをここに置いて、こ

れから 10 分間は班別の話し合いの時間だよと、すぐストップウォッチを押します。

10 分後に、とにかくやめちゃいます。だから、そういう課題を与えられた子ども

たちにとっては、10 分内でまとめろという、試練というか、課題を与えられてや

っているんです、作業を。確かにそれは、細切れになるということはあるかもしれ

ないけれど、でも、最後の発表みたいな形が到達形態だとして、そこまで限られた

時間の中でやるということもやっぱり大事なしつけです。午前中の社会に開かれた

教育課程の話ではないけれども、社会の中で通用する能力とか、必要な能力って考

えたときに、多くの場合は、時間無視でということはないです。大学の研究室だけ

です。時間関係なしに、ふんだんに使いながら考えてていいのは。多くの場合はそ

うではないんです。やっぱり限られた時間の中で何をどう積み上げていって、自分

なりの回答なり表現を出すかということを問われるので。やっぱり時間と組み合わ

せるというやり方もすごく大事というのを改めて思いました。学校教育のほうでも

考えていただいて、必要があれば、ちょっと時計のもいいかと、そんなふうに思っ

た次第です。結構適応してました。時間にメリハリつけて、その時間、その時間で

必要なことやってました。個で考える時間とか、班での時間とか、全体発表する時

間とか、ちゃんとつくってやれてました、子どもたち。 

授業の様子ですが、これも細かく言うと、どの学年にもいろいろおもしろいのが

あったんですけれども、自分で比較的勉強になったなと思ったのは、まず３年生、

１つのクラスの、国語です。話し合って提案をまとめようという授業で、授業の質

は高かった、完成度も高かった。競技ディベートという形態をとっていました。国

語で競技ディベートをやりました。主題は、誰それの思いとか、何ちゃんが誰かを

助けた話とかじゃないんです。ディベートをやることの意味というのは、正しく問

題解決に向けて正しく論理を組み立て、説得力のある表現を使って発表しようです
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から。そのことに主眼があって、この間も国語の教科書でお話ししてきたようなこ

とを形にする一つのやり方がこれかという感じです。ディベートじゃなくてもいい

んです。論理的に正しく考えて説得力のある議論をする、そういう目標でこの授業

をやっていました。おもしろかったです。 

子どもたちが自分で選んだと思うけれど、２つのテーマで、それぞれに対立する

意見班とジャッジする班があって、３班でしょう。２つのテーマだから、クラス内

を６つの班に分けてやっていました。ジャッジ班がいます。ジャッジ班に与えられ

た使命は、なぜこっちの意見がいいと思ったのかジャッジするわけだけれど、そう

ジャッジした根拠を示しながら説明しろという課題、ミッションが与えられていま

した。ディベートが何でもいいと言っているわけじゃないですよ。日本人ってディ

ベートに慣れてないので、向いてないところもあります。ついつい感情的になっち

ゃうんです。意見の違いを否定みたいに捉えちゃって、なかなか話がうまくまとま

らないということもあるので、建設的に意見を積み上げるにはディベートが向いて

ない場もあると私は考えているんですけれども。それでも、うまくいくとこういう

ふうに成果を上げることもある、そんなふうに思いました。 

テーマは、あらかじめ教員が加工したわけじゃないなと思うような、結構激しい

ものが使われていたんです。「原爆投下は正しかったか」。一つはそういうテーマ

でした。結構シビアなテーマです。正しいわけないじゃないかって、ぱっと言い切

っちゃうのは簡単だけれど、なかなかシビアなテーマでした。それから、学校は服

装を自由にすべきかというのが、もう一つのテーマでした。非常におもしろかった

です。それから、３年生の社会の授業では政党の役割をというテーマで、参議院選

挙のときに、11 党ですか、そのときに各政党がつくったマニフェストを使って、

その内のどれかの政党のマニフェストを利用して、その中から３つぐらいの政策を

ピックアップして、これがいい政策であることを政党のかわりに訴える、そういう

やり方をしていました。グループで討議をまとめる時間を十分とって、その後に発

表し、最後に全体で検討会をやるという、そういう手法でやっておりました。おも

しろかったです。 

その後に髙木先生の講演会があって、新学習指導要領に向けた授業づくりという

テーマによる、内容豊富な講演でした。 

次に行きます。６件目、11 月８日（金曜日）、神奈川県公立小学校校長会の横

須賀地区管理運営研究会がございまして、今回は一色小学校の安達先生の発表があ

るということでしたので、研究協議の第２分科会に出席をしました。午前中に安達

先生のほうからご紹介もあったところです。「地域環境や人とのネットワークを生

かした活力ある教育活動づくり」というテーマで、避難所運営委員会の取り組みや、

アマモ協議会の取り組み、この２つの成功例とそのレガシーというか、遺産をどう

生かしていくか、校長として生かしていけるのかという、そういうテーマでお話で
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ございました。 

発表の後、濵名課長が講評担当者ということで、いろいろ的確にご指摘だったと

思います。通常、こういうのって褒めちぎって終わりにするけれど、鈴木委員の好

影響か、褒めちぎりにしないで、ずばり言ってしまおうというふうなことでしたの

で、私としては賛成です。例えば、アマモの取り組みも、それ自体はいい取り組み

だと思うけれど、万々歳じゃなくて、カリキュラムマネジメントの中でしっかり位

置づけなければ、今後意味なくなってしまうんじゃないかみたいなことを、はっき

りおっしゃってましたので、非常に私はよかったと思うんです。それからあと、時

間的にどういうふうに発展させていくのかという課題が既にあって、同じことって

やっぱり型通りというところもあるので、そういうことも課題かと思っています。

私が聞いていて、言おうかと思ったことをみんなかわりに言ってましたので、大変

いい講評だなと思いながら。発表内容自体はきょうの午前中に部分的にさわりを聞

いたということでございます。 

７件目に行きます。11 月 11 日（月曜日）、県の市町村教育長会連合会幹事会及

び総会が鎌倉でございました。こういうのは組織の定例の議事がありますので、そ

れが無事に終了した後、令和２年度の県予算編成等に対する要望書を県教育長に手

交したという報告。それから、人事面では、前年度の継続になりますけれども、会

長が安良岡鎌倉市教育長、副会長が牧岡真鶴町教育長及び秦野市の内田教育長、各

留任でございます。私も留任で、幹事のままでございます。 

その後の情報交換なんですが、通常そんなに盛り上がらないけれど、この日は大

変盛り上がりました。テーマは鎌倉市の投げかけだったんですけれども、台風 19

号への対応状況についてということなんです。私も一応お話しすることを用意して

臨んだんですけれども、私が出る幕がないぐらい、いっぱいびっくりするようなこ

とをお話しでした。まず冒頭、秦野市と三浦市から被害状況等の報告がありました。

断水とか停電とか、三浦市では体育館に穴があいてしまったそうです。そういう話

も含めて、惨たんたる状況の報告があった後、その次に、言葉にはされてませんけ

れど、うちはそれどころじゃないよと言わんばかりに、海老名市、寒川町、茅ヶ崎

市、清川村から報告が相次いでありました。今の地名でお気づきになると思います

けれど、相模川流域の緊急放流の関係がありまして、それで急遽避難状況が拡大さ

れたというふうな報告がありました。一旦避難先であった比較的川に近い場所から、

さらに高いところに移すというふうな、２段階での避難も発生をしたというふうな

ことで、すごく大変だったと、みなさん山のように話していただきました。全体と

しては、私の所感もありますけれど、従来の避難所想定はやっぱり地震中心に考え

られていて、風水害のときの避難、緊急放流ってまさにそうですけれど、そういう

ことについての弱点があったのではないかという反省を、私もそうだし、この方た

ちもみんな思っておられるようでした。 
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それから、教職員がボランティアで、この避難所の運営に随分参加してくださっ

たところがあるらしいんです。その教職員のボランティアに対する服務処理、要す

るに、県費の教員です。通常の職員の定めの中には、避難所運営って多分ないはず

なんです、職務に。それで手伝っちゃった場合どうするのかという話でした。特例

処理ができるといいなということをお互いに確認した次第です。 

それで一段落したかと思ったら、さらに、小田原市と箱根町から報告がありまし

た。その名前でお気づきのように、ここは一両日で 1,000 ミリ以上降ったところで

す。やっぱり大変な話だということが出てきます。交通網が遮断されていて、学校

復旧が大変だという話を口々にされていました。小田原市からはペットの扱い、避

難所でのペットの扱いとかに関して困ったという話が出されています。それから、

箱根もそうなんでしょうけれど、中学生が随分戦力として、避難所に来た中学生が

避難所の運営で、随分活躍してくれたということもおっしゃっていました。そんな

わけで、私はただただ、傾聴して帰ってきた次第でございます。 

８件目に参ります。11 月 12 日の火曜日、三浦半島地区の教育長協議会がござい

ました。この日は雲一つない秋晴れで、本町が担当自治体でございます。しおさい

公園の潮見亭の中で協議会を開催いたしました。通常議事については省略いたしま

す。 

情報交換会では、学校施設設備の整備計画について、及びコミュニティスクール

の導入についてというテーマで意見交換をさせていただきました。 

横須賀は、適正規模及び適正配置に関する基本方針の改定版を平成 29 年に策定

し、これに基づいて現在検討しているという話と、コミュニティスクールについて

は次年度、令和２年度中にモデル校を３校設置するという話でございました。 

逗子市は、老朽化調査に基づいて、再編や統合について検討しているということ

でございます。コミュニティスクールについては令和２年度から準備段階に入ると

いう話でございました。 

三浦市からは、令和元年８月に策定した三浦市教育ビジョンに基づいて、再編・

統合、小・中一貫教育の推進についての案を練り上げたということで、その説明が

ございました。令和７年度を目途に、１中学校区１小学校という体制をつくると。

施設分離型の小・中一貫校という位置づけだということでございました。 

葉山町からは、劣化診断に基づいて施設設備の中長期計画をつくっていく。その

中で学校施設もしっかり位置づけていきたい。小・中一貫教育については分離型・

一体型併せて内部検討をしていくというふうな話をさせていただきました。その後、

施設見学等々を行って、終了いたしました。 

９件目に参ります。11 月 13 日、湘三管内の臨時教育長会議がございました。こ

の日は、県の田中教育局長が来庁されて、２件のテーマで臨時の協議があったとい

うことでございます。藤沢合庁です。 
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１件目は不祥事防止についてということで、10 月 28 日付で処分発令が３件ござ

いまして、その説明でございます。県央地区の県立高校教諭 27 歳がわいせつ行為

の件で懲戒免職になった話、南足柄市の公立中学校の教諭 59 歳男性が、酒気帯び

運転、物損事故で懲戒免職になった話、神奈川工業高校の教諭 36 歳男性が、体罰

及び暴言で減給になった話、それぞれの背景説明を含めて状況の報告があり、かつ

どんなふうに今後取り組んでいきたいかというような、いわば投げかけがあったと

いうことでございます。各市町からはそれぞれ、ヒヤリ事案というか、こういう大

事故の一歩手前というか、すれすれでとまったみたいなことはいろいろあるわけな

ので、そういう報告等がありました。私からは研修会のリアリティを増やしたいと

いう話をさせていただきました。 

それから、もう１件のテーマは、働き方改革に関する指針についてで、令和元年

10 月に県の指針が策定されましたので、その要点説明があり、その後、意見交換

があったところです。夏休みの閉庁日をふやせないかとか、臨任にも夏休み規定を

つくれないかとか、事務職の給与明細処理業務にもう少し善処が図れないかとかと

いうような要望がありました。 

葉山町からは、コミュニティスクール設置に向けての支援のお願いと、それから、

１年単位の変形労働時間制への強い懸念を伝えさせていただきましたけれども、た

しか法案がきのう可決されたんでしたね。そういうふうな協議をしてまいったとい

うところでございます。 

10 件目に参ります。11 月 15 日（金曜日）、一色小学校が学びづくり研究発表会

を行いました。県と町の学びづくり研究指定校としての発表です。３年生から６年

生について、１クラスずつ公開授業をしました。いずれも、英語だけに特化してい

ます。研究主題には外国語って出てこないんですけれども、主体的に活動する児童

の育成ということで、副題に「外国語を楽しみながら伝え合う喜びを味わう児童の

姿を目指して」ということでございました。内容は非常によくて、一色小学校を長

年視察してきて、今回が一番手応えを感じたので、私としては非常にうれしい気持

ちで帰ってきたんですけれども、あえて難くせをつけさせていただくと、楽しみな

がら伝え合う喜びを味わうとは一体何だろうかと。楽しみながら伝えれば十分じゃ

ないかと思うけれど、こういう回りくどい言い方をわざわざする理由は何なのか、

私にはちょっとわからないです。 

それから、主題が「主体的に活動する」なんです。主体的に活動するというテー

マをつくって、それを外国語でやることにどれだけ意味があるのかという疑問を持

っています。国語でやるならばオーケーです。でも、母語じゃない外国語を使って

やるときには、子どもが主体的にそれをやるというのは、私は結構難しいなと思っ

ていて。主体的にやる範囲はやっぱり、極めて限られていると思うんで、それを無

理やり主体的というふうに言う必要はないのかな。実際に、授業そのものは英語の



 

 - 15 -

授業としてよくできていて、すごくおもしろかったけれど、でも、これをもって主

体的とかって言われちゃうと、逆に、国語とか算数とか、ほかの教科でも同じよう

にあのレベルでもってこれが主体的だというふうに言われちゃうと、主体性という

言葉の意義が低減してしまうなという印象を強く持ちました。わかりづらい言い方

で恐縮ですけれども、母語じゃないから、どうしても、ある程度初歩的に、型通り

に進めなきゃいけないということなんです。ただ、型通りといっても、昔みたいに、

文例を、ほら、暗記させて覚えさせて、それを唱えろみたいなことは、それはだめ

だということよくわかります。実際に文例の中に使う具体の事物に関しては、子ど

もたちの生活体験とか、実感の伴うもの、そういうものを入れていくの大事だとい

うことは、もう講師の先生がおっしゃるとおりで、そのことをみんな努力していて、

本当にいろんな工夫があっておもしろかったです。 

何が言いたいのかというと、ただ、文例暗唱じゃなくて、例えば、どこか行って

みたい外国はあるかとか、どんな動物が好きかとか、その子が言いやすい場面をつ

くるといった、そういう工夫をした文例習得になっているわけです。そういうこと

に見どころがあったということをお伝えしたいなと思いつつ、でも、積極的だ・具

体的だという程度のことを幾らやっても、それを主体的な学びと言う必要はないん

じゃないかというのが私の印象でした。根本的には、インプットから、つまりどん

な情報を収集して、自分が何を勉強したいかということから始まり、アウトプット

するまで、その中で子ども自身ができるだけ教員の指示でない、それこそ自分自身

の意思でもって自らを動かすことができるというのが主体的という言葉だと思って

いる。だから、100％主体的な学びなんてないし、子どもにとって。100％客観的な

学びもないと思うけれど。でも、できるだけ子ども自身の意思や判断で動かせる部

分を多くしていくことがそうだと思っているので、このテーマのつけ方はどうなの

かと思いました。 

そのことをさらに換言すると、今回の英語ではすごく成果があったと思います。

すごくいい授業をしているんで、これなら子どもたちが自然に、自分たちの身近な

生活とかかわらせながら、楽しんで英語に入っていって、何ていうか、耳にいっぱ

いインプットして、文例をきれいに発音しながら、自然に英語を習得していくよう

なプロセスを上手につくってあったので、そのことが大変いいなというふうに思い

ました。でも、これを、要するに、他の教科も含めた普遍的な学びのよい形に結び

つけていくのにはどうすればいいかということをしっかり考えるという課題が残る

というふうに思いました。 

その上で、拾えることはいっぱいあったと思います。今回４年生を担当された高

橋先生の授業、一つのモデルだなと思ったんですけれど、私たちがつくった葉山町

学びづくりハンドブック、そこに示されているような、一つの典型的ないい授業の

姿というか、それを上手に再現されていました。無理なく再現されていて、目当て
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の導入の仕方も非常に上手でした。その１時間何を段階的にやっていくのかという、

その授業の流れもしっかりわかりやすく明示されていて、実際に活動に取り組んで

いって、最後に振り返りやります。45 分間の中できれいに、見事におさまってい

た。振り返りも非常によかったので、やっぱりいい授業をされているなというふう

に思ったところであります。時間がかかりますので、ほかのところは省略しますけ

れども、総じてよかった。今回は名簿掲載者で言いますと、指導主事を含めて 113

名が参加をしていました。盛況ではありましたけれども、参加数は学校によってば

らつきがあるので、そこも課題というふうに思いました。今回、参加した男性教員

の大半がスーツだったので、余分な話かもしれないけれど、やっぱり場に応じた相

手に対するリスペクトの表現なので、服装のことも大事かなと思いながら、ちょっ

とうれしい気持ちで帰ってきた次第です。 

全体として、どの子も自分がやったという感じで、やらされ感がないような、い

い授業だったということを、とても評価したいと思います。ただし、これをもって

主体的な授業の代名詞にされちゃ困るということと、ほかの教科につなげるもの、

つながるものをこれから十分に引き出していってもらいたいということを申し上げ

ておきます。そうじゃないと英語だけに終わってしまうので、そのことを課題とし

てお伝えをしたいなと思った次第です。私からは以上でございます。 

ただいま教育長報告させていただきましたが、何かご質疑ありましたらお願いい

たします。特によろしいですか。 

特にないようですので、質疑については終了といたします。教育長の報告事項に

ついては以上をもちまして終了といたします。 

 

（定例校長会議について） 

教 育 長） 続きまして、日程第３「定例校長会議について」を議題といたします。 

まず私から報告を申し上げ、他の連絡事項については学校教育課長のほうから報

告をしたいというふうに思います。 

今回の定例校長会議、11 月１日（金曜日）開催でございます。資料の１に次第

が添付してございます。後ほどご確認ください。既に定例会で報告済みの内容につ

いては割愛いたします。 

まず、第１部ですが、行事のあり方についてということでお話をさせていただ

きました。以前、議会の報告というところで皆さん方にお伝えしましたけれども、

土・日行事のあり方みたいなことについて、校長会議で問題提起をさせていただく

ということで、おおむね 20 分程度、この話をさせていただいたところでございま

す。直接のきっかけは、修学旅行の土・日実施の問題でしたけれども、行事全般に

ついて土・日はどうなのかということを、ちゃんと意義を持たせてやってもらいた

いという意味で、そのことと、全体としてカリキュラムマネジメントの一部として
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の行事というふうな位置づけで考え直してもらいたいということを、簡単に言えば

そういう話をしたところでございます。 

授業研究会等については省略いたします。 

学校だよりにつきましては、今回、例えば上山口小学校の 10 月９日号にプログラ

ミング学習の公開授業の話が紹介されていました。必要なタイミングで必要なこと

を出してもらったという意味で、よかったと思っています。 

それから、長柄小学校だよりの 10 月 15 日号で、給食試食会と学校探検の報告が

記されていました。ちょうど教頭が登場しているところとか、試食会の感想とか、

参考になるところがあると思いました。 

それから、南郷中学校だよりの 10 月８日号には、レシテーションテストや英語弁

論大会、国語科の意見文発表の結構詳細な報告がありまして、これらは毎年行われ

ている行事になりますけれども、例年どおり、らしい成果を上げている取り組みか

と思いながら読ませていただきました。その他いろいろありますけれども、毎回の

ように、学校だよりについては、充実した内容等があったというふうに思います。 

次に、児童・生徒の事故防止及び教職員の事故・不祥事防止のところでは、神戸

市の教員による教員いじめ事件、あの話題を取り上げさせていただきました。子ど

も間や学級内で起こるいじめの構図とそっくりであるということを、基本的にお話

ししたつもりです。そのことにかかわって、前校長など、責任が非常に重いという

ことも発言させていただきました。 

それから、児童・生徒の活躍等については、既にご紹介済みですので、省略いた

します。 

教育行政にかかわる会議等の情報提供ですけれども、町村教育長会や町議会の定

例本会議の話等については省略いたします。 

10 月 24 日に行われた葉山町ＰＴＡ６校合同家庭教育フォーラムの講演会につい

て少し触れさせていただきました。明星大学の教授で、逗子市の教育委員である星

山麻木先生をお招きして、演題「あなたはあなたで大丈夫。子どもたちのために、

私たち大人が今なすべきこと」というお話をいただきました。町長も来て、お聞き

になっていらっしゃいましたけれども。このテーマに即した話自体に関しては、非

常に説得力があって、話の仕方が大変巧みですし、極めてよかったというふうに思

っています。発達障害のあらわれ方が、かつての私たちの知識よりもはるかに豊富

というのか、多様化しているということですとか、それに対する具体的な対処、工

夫の仕方がいろいろあるということを、豊富な例で提示しておられたかと思います。

その結果として、一人ひとりが本当に違う、そして一人ひとりに沿った、違った支

援が必要である。そうすれば、みんなやっていける、どの子もやっていける、大丈

夫だということがメッセージであり、結論であったというふうに思います。 

そのこと自体については全然異論がないんですけれど、一方で、聞いている人が
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どう思うかということに関して、若干、校長たちに伝えさせていただきました。お

話の中で、例えば、まず、愛情や信頼が大事で、学力は二の次だというような言葉

を使われていたかと思うけれど、私はそうは思っていないので。古い学力観が、こ

ういう言葉の中にはあるのかと思っています。いわゆる、テストではかれるような

学力ということであれば、それは二の次みたいな話になるのかもしれないけれども、

本当は愛情、信頼みたいな心を育んでいく面と、思考力・判断力みたいな面と、本

当に両輪というようなものと私は思っていますので、違った捉え方をされる人がい

ると困るなと思いながら、その言葉を聞いていました。 

それから、日本の学校は確かにマジョリティーを規格にして、それに基づいた教

育をやっていて、そのことの弊害があることも重々承知はしておりますけれども、

一人ひとりがみんな無限に違っていて、一人ひとりに対する無限に違った支援があ

る。それは論理的にはそのとおりだと思うけれど、それを教育のあるべき姿とか本

当の姿とかというふうに捉えられちゃうと、それは結局学校のフリースクール化な

んじゃないかというふうに聞こえてしまいそうなところがありまして、先生がそう

言っているわけじゃないです。そういう言葉を使っているんじゃないけれども、そ

の説明の中で部分的に使われた言葉を拡大解釈して受け取る方がいると嫌だなとい

うふうに思ったということをお伝えした次第です。 

最後になります。10 月 25 日、第 53 回半島地区教育問題研究協議会がありまして、

実は退職校長が主催している研究協議会です。このときも、全体会に出席して挨拶

してきました。ちょっと場違いなことを言っちゃったかなって、来年同じことをや

ると思いますけれども。教育委員会が抱えている当面の課題、そして中期的な課題、

そして展望として、防災の強化とか新学習指導要領に対応した学びづくりとかを挙

げて、なぜそれが必要なのかということを、ソサエティー5.0 との関係で説明する

というふうなことをしゃべってしまいました。退職校長会には余り向いていない挨

拶だったということは重々…反省してまいりました。 

忘れておりましたが、１件、以前教育委員の方からご要望がありましたので、こ

れもお伝えしました。中高生議会でいただいたご意見に対する具体的な反映として、

図書館に４分割仕切りつきの長机を３台から７台にふやしました。それに加えて仕

切り自体も改善をしているということをお伝えした上で、本人に伝えることはもち

ろん、そういうふうにしてできることについてはしっかり対応しているんだという

ことを、できれば全校生徒に、講話のときなどに伝えるとか、そういうことをして

もらえるとありがたいということをお話ししました。以上でございます。 

学校教育課長、補足がありましたらお願いします。濵名課長。 

学校教育課長） それでは、私から１点補足をさせていただきます。 

 研修会のマナーについて校長会議の中でお話をさせていただきました。先般、県

の市町村教育委員会の主管課長会議の折に、研修会のマナーについて各校に注意喚
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起をお願いしたいというようなご説明がございました。これは具体的に申し上げま

すと、教職員の経験者研修が、藤沢にございます県立総合教育センターを中心に行

われているのですが、その折、研修者のマナーが悪いということで、近隣住民等の

苦情が多く寄せられているというお話でした。 

中身を申し上げますと、総合教育センターの近隣に飲食店がございますが、そこ

の駐車場に無断駐車をして研修会に行く教員がいるとか、あるいは、最寄り駅のご

み箱に昼食時に出たごみを捨てて帰る教員がいるとか、あるいは大きな声で児童・

生徒の話をしながら歩道橋を歩いているというような苦情が県に入っているそうで

す。幸い葉山町の研修者にはそういった教員は当然おりませんでしたけれども、再

度研修時におけるマナーというか、社会人としてのマナーということで、教育委員

会としても研修会等でそういった呼びかけを行うとともに、管理職の先生からも声

かけを行っていただくようにお話をしたところです。補足は以上になります。 

教 育 長） それでは、質疑を受けたいと思います。質疑がありましたらお願いします。 

鈴 木 委 員） これね、３人の指導主事に。まず、教育長が触れた神戸の東灘区の教師等の問題

について、皆さんご承知だと思うけど、まず、誰が一番問題があったかと思った。

報道が事実だとして、これが、この人が一番問題だと。 

学校教育課指導主事） 私はいじめを主導していた教員自身に問題があると思います。 

教 育 長） 杉田指導主事。 

学校教育課指導主事） 一番と言われると難しいのですが、僕は学校長の責任は大きいと考えています。 

教 育 長） 梶浦指導主事。 

学校教育課指導主事） 私は、前任の校長先生が、まず一番だと思います。そして、後任の校長先生や、

もしかすると報告を受けていたか受けていないかわかりませんが、教育委員会に落

ち度があったと思います。 

教 育 長） 濵名学校教育課長。 

学校教育課長） 責任という意味では、葉山町でいえば私の席にいる、人事をつかさどる課長の責

任、最終的な責任はそこにあると思います。 

鈴木委員） 皆さんの意見は正しいので。一番の責任はね、濵名や梶浦が言ったように教育委

員会の問題なんですよ。教育委員会の中で、葉山で言えばこの５人。教育長、教育

委員に一番大きな責任がある。なぜかといったら、指名したのは教育委員だからね。

これは教育委員会の責任が一番重いんですよ。その中で、我々、教育長含めた５人

が賛成をし、人事をしてるわけだから、一番大きい責任は教育委員会であるという

ふうに思ってるわけ。ただ、皆さんの意見が間違ってるというんじゃなくてね、ま

ず、うちの教育委員さんもそういう感覚で物を言わなきゃいけない。だから、人事

というものは非常に難しいし、大切なんだと。それが、イコール子どもの将来に大

きく影響するぐらい、大きな人事というものを僕らは握ってるのでね。我々の責任

は非常に大きい。多分、葉山でそういう問題があったら、本来、一番責任は教育長
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になるけどね、教育長も私も一票ですから。だから、やっぱりそれは教育委員が誰

か責任をとらなきゃいかんというのが本来のことだろうというふうに僕は思ってる

んで。ただ、皆さんの言ったことは正しいことなのでね、それも考えておかなきゃ

いけないというふうに思ってるので、それだけちょっとお伝えしておこうと思いま

した。以上です。ありがとうございました。 

教 育 長） ほかに。 

小峰委員） 先に校長会議の詳しい資料をいただいておりましたので、連絡事項のことで３点

質問させていただきたいと思います。 

まず、６番の情報教育研究会報告という中に、プログラミング教育についての内

容の報告ということなんでしょうか、そういう資料が入っていましたが、もう来年

から小学校でプログラミング教育というのが入ると思うんですけれども、葉山の実

態として、来年度がどのあたりからどんなふうに進めていけるのでしょうか。今、

指導主事の方たちがお持ちの情報というか、お考えの中でありましたら教えていた

だきたいのが、まず１点です。 

それから２点目が、平成 30 年度の問題行動等の調査についての検討も載っていま

した。問題行動は減っている流れのようですが、ふえている問題行動やし、特徴的

なものなど、この資料、報告書の中から読み取れるものがあったら教えていただき

たいと思います。 

３点目は、オリンピック・パラリンピックの観戦チケットが県のほうに希望を出

せば購入できるということなのでしょうか。そういったお知らせが来ているようで

すけれども、細かすぎてどういう状況なのかわからないので教えていただければと

思います。販売は別として、パラリンピックについては、それぞれ学校なり教育委

員会なりが上手に宣伝しないと、盛り上がらないまま、子どもたちの関心を呼ぶこ

とができないんじゃないかということを、ちょっと心配しております。やっぱり、

もっと関心を持ってほしいなと思っているので、パラリンピックについての子ども

たちへの周知やみんなもっと関心を持とうというような取り組みといいますか、教

育委員会のほうから働きかけ、あるいは学校を通じてこんな働きかけをしてくださ

いというようなお考えがあるかどうか伺いたい。以上３点です。 

教 育 長 ） 順番にいきましょうか。１点目、情報教育。杉田指導主事。 

学校教育課指導主事） おっしゃるとおり、次年度の学習指導要領の全面実施からプログラミング教育の

実施が求められています。国から例示されているのは、小学校５年生の算数のある

単元と、小学校６年生の理科の単元です。そちらについては、小学校のコンピュー

タールームに、実際にプログラミングが体験できるソフトが入っておりますので、

そちらを中心に考えておるところです。あわせて、それ以外についても、例えば総

合的な学習の時間であったり、今回、お示しをした生活科であったり、コンピュー

ターを使ったり使わなかったりでプログラミング的思考を働かせる学習活動は進め
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ていきたいなと思います。ただし、やることがたくさんありますので、情報教育検

討委員会において、まずこれだけはやろうというのを、今、話し合っているところ

なので、これを今年度中に各校にお伝えする予定でおります。 

教 育 長） ２点目。梶浦指導主事。 

学校教育課指導主事） 問題行動等調査報告の特徴的な部分としましては、暴力行為の小学校での発生件

数の増加が継続して続いているところ。それから、いじめの加害児童・生徒が小学

校の３、４年生で増加しているという、暴力行為といじめの認知件数が低年齢化し

ているところです。それは、県のさまざまな生徒指導担当の会議でも繰り返しアナ

ウンスされています。ただ、少しいい傾向の部分としましては、暴力行為がふえて

はいるものの、同じ児童・生徒が繰り返し５回以上暴力行為を行う件数が減少して

いることが挙げられます。暴力行為の増加の原因としては、感情のコントロールが

なかなか上手にできない子どもたちや、自己肯定感の低い子どもたちの増加が挙げ

られています。全体を通して、長期欠席・不登校などもあわせて、さまざまな専門

機関との連携が進められている傾向にあるというところも見られます。以上です。 

教 育 長） 次、３点目。大黒指導主事。 

学校教育課指導主事） オリンピック競技観戦に関しては、江の島ヨットハーバー、横浜スタジアム、日

産スタジアムで実施される県内実施のソフトボール、サッカー、セーリング、野球

の競技に関して、来年度、小・中学校一部生徒で観戦を計画しております。ただ、

まだ具体的な生徒の数とか、そういった細かな体制までは来年度の実施になります

ので、現在、計画中です。あわせてパラリンピックについてですが、パラリンピッ

ク教材というものが国のほうから配布がありまして、それを各校にも配布しており、

そちらの活用を促しておるところです。ただ、まだそれが十分に活用されていると

は言い切れない状況ですので、引き続き働きかけていきたいと思います。以上です。 

教 育 長） ほかに御質問ありますか。パラリンピックの競技の時期というのは、この町の夏

季休業と合わないんです。ちょっと難しいかな。 

学校教育課指導主事） 夏季休業と合わないことと、東京での実施になりますので、引率体制等を考える

と難しいと考えております。 

小峰委員） 別に見に行かなくても、何かもう少しパラリンピックというものについての興

味・関心の程度など、東京でやったときにどうなるのか予想はつかないんですけど、

私は前回のリオのパラリンピックでは、ブラジル国民がすごく関心を持っていて、

障碍者スポーツが浸透している国ということことに感心したところがあったので、

ぜひ、そういう盛り上がりを東京で…日本中の子どもたちに持ってほしいなという

気持ちがあったのでお尋ねをしてみました。 

教 育 長） ほかにございますか。よろしいですか。 

それでは、ご質疑がなければ、これで質疑を終結いたします。以上、日程第３定

例校長会議についてはこれをもって終了といたします。 
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（教育委員活動報告について） 

教 育 長） 続きまして、日程第４「教育委員活動報告について」を議題といたします。 

先日行われました葉山小学校・一色小学校運動会について、各委員より報告をい

ただきます。まず、鈴木委員から        

鈴木委員） 私はちょっと時間がなくて両方は行かれなくて、小峰委員と分けて行ったんです

が、私は葉山小学校に行きました。よかった点は、冨樫校長がスタートのとき挨拶

しますけども、その後、運動会の目当てを子どもたちが発表するんですね。紙に書

いて。去年、その前かな、行ったときは、目当てを私のほうから見ると一番向こう

側の道路側のフェンスに貼るだけだったんですけど、冨樫校長がそれを言って、そ

れを子どもたちが復唱するような感じがよかったなと。目当てをはっきり大会の前

にね、挨拶の中に入れて発表して、発表したものを道路側のフェンスに貼るんです

けれども、非常によかったかなと。 

それから１年生の表現が非常にかわいらしくてね。服装もキラキラしたような感

じだったので、僕としては非常によかったなというふうに思いましたね。子どもた

ちの集まりも集合も非常にてきぱきしててね、僕はどちらかというと運動会が始ま

る前が大事だと思ってね、並ぶところを見てたんですが、先生たち、はっきり行動

して指示をしておられたなというふうに思いました。毎回、同じようなことを僕が

質問するので、皆さん、気を使って各校長がそういうふうにしてくれてるだろうと

思ったので、全体的に、競技も含めて非常によかったかなと思います。以上です。 

教 育 長） 小峰委員、お願いします。 

小峰委員） 私は一色小のほうに伺いました。前日、雨だったので１日の延期となりましたけ

れども、確実にいいお天気になったというところでは、延期に決めてよかったなと

思いましたし、風が結構強かったんですけれども、それでも砂ぼこりが上がらない

で、いいグラウンドのコンディションでできたと思います。 

まず、一色小学校で一番最初によかったなと思ったのは、準備体操がラジオ体操

だったことです。最近、ラジオ体操を行う学校というのは大変少なくなっています。

私は、大変いい運動だし、日本で暮らす人であればあの音楽が鳴ったら自然に体が

動くというのはとても大事だろうなと思っています。ラジオ体操をきちっとやろう

とする姿勢、しかも６年生のアナウンスの子が、例えば「足を戻して両足跳び」と

かっていう、動作一つ一つに指示をきちっと出しているので、一緒に大人たちもで

きていたというところが、大変よかったなと思いました。競技はもちろん、子ども

たち全力で向かっていたので、大変楽しい運動会だったんですけれども、前々回の

ときに一色小学校に伺ったときも思っていたことですけれども、アナウンス活動が

とても上手です。メリハリがついた声が全体に響いていたこと、それがよかったな

と思いました。そういう係活動のみならず、全体的に行動がきびきびしていたとい
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うところも評価できると思いました。 

あと、ちょっと残念だと思ったのが、三色対抗リレーで、黄色がバトンゾーンを

オーバーしたということで失格になってしまったんですね。何か救う手がなかった

のかな、かわいそうだったなというふうに思いました。 

それと、表現活動ｚｘが１・２年、３・４年、５・６年と２学年合同なんですけ

れども、特に１年生と２年生では身体の動きの巧緻性がかなり差が出てくるので、

１年生は１年生、２年生は２年生それぞれ相応しい動きを表現できるようにしても

いいのではと思いながら表現活動を見ていました。あと、グラウンドの関係で５、

６年生、３年生以上がみんな 80 メートル走なんですけど、何かうまくもう少しト

ラックを使うと、５、６年生は 100 メートルが走れるといいなというふうに思いま

した。大変お天気もよかったし、子どもたちも一生懸命やっていて、点数も競って

いたので楽しい運動会でした。以上です。 

教 育 長） 当初 10 月 19 日に予定されていたわけですけれども、１日順延になりましたので、

日曜日にやりました。私ですけれども、ちょうど同日午前中に、南郷上ノ山公園に

おいて改元奉祝記念行事、あずまやのお披露目式がございまして、そちらのほうに

行っていました。運動会に参加しないで、申しわけございません。それで、お２人

からのご報告になりました。なお、下位委員は当然、その段階では委員ではないの

で、委員としてのお仕事ではないんですけれども、もし、行かれてるようでしたら

この場でお話しいただければと思います。下位委員、お願いします。 

下位委員） 午前中、葉山小学校、午後、一色小学校へ行ってまいりました。同じ町内の小学

校ではありますが、それぞれに特徴がある日程になっているなと感じております。

例えば、表現について小峰委員からもお話ありましたけれども、葉山小学校は１学

年ずつで、一色小学校は２学年ずつ演技します。最高学年の表現の内容が随分違い

ます。葉山小学校はソーラン節で、一色小学校は組体操でした。また、よく保護者

の間で話題になるのが、６年生の修学旅行直後に運動会が毎年ありますので、６年

生や応援団が練習する時間があまりないというのが課題のようです。ただ、最高学

年として、最後の運動会を６年生がリードしているのが印象的でした。 

また、葉山小学校の運動会は６年間以上連続して見ておりますが、あまり進化は

してないなという感想でございます。以上です。 

教 育 長） ありがとうございました。では、一通り報告をいただきましたので、教育委員活

動報告については、これをもって終了といたします。 

 

（議案第 16 号） 

教 育 長） 続きまして、日程第５、議案第 16 号についてお諮りするわけですが、これらの

議案につきましては予算関係のため、非公開とさせていただきたいと思いますが、

よろしゅうございましょうか。 
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それでは、議案第 16 号は非公開といたします。傍聴人の方、恐れ入りますが、一

時ご退席を願います。暫時休憩といたします。 

教 育 長） 日程第５、議案第 16 号「令和元年度葉山町教育予算（一般会計補正予算（第５

号））（案）」についてを議題といたします。 

議案についての説明をお願いいたします。沼田教育部長。 

教育部長） 議案第 16 号 令和元年度葉山町教育予算（一般会計補正予算（第５号））（案）

について。 

令和元年葉山町議会第４回定例会において、令和元年度葉山町教育予算（一般会

計補正予算（第５号））（案）に係る議決を経ることについて、異存がない旨を申

し出るものとする。 

（別紙） 

令和元年 11 月 20 日提出 

葉山町教育委員会 

   教育長 﨤町和久 

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づき、町長より教育

委員会の意見を求められましたので、葉山町教育委員会教育長に対する事務委任等

に関する規則第２条第１項第４号の規定により提案するものです。 

別紙をごらんください。令和２年度使用小学校教科用図書については、本年８月

５日の教育委員会臨時会において採択され、この教科用図書に係る教師用指導書を

購入する必要があり、補正予算に計上するものです。予算額は記載のとおり 765 万

4,000 円でございます。補足があれば、担当課からお願いいたします。 

教 育 長） 補足ございますか。 

学校教育課長） ただいま部長から説明があったとおりでございますが、これにつきましては、教

科用図書と同様に来年の４月から使用する必要があるため、納入期間等を考慮して

今回の補正に計上をさせていただいております。 

なお、補足になりますけれども、令和２年度の当初予算で対応するものとして２

種類計上させていただいておるのが、１つは指導書のうち上・下巻に分かれている

ものの下巻分を計上しております。もう１つは、各学年のクラス分購入する指導書、

いわゆる朱書き版については、令和３年度以降のクラスを想定しまして、その増加

分を当初予算に計上しております。以上でございます。 

教 育 長） では、これより質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

特になければ。では、これにて質疑を終結いたします。 

それではお諮りいたします。議案第 16 号について承認することにご異議ございま

せんでしょうか。 

委員全員） 異議なし。 
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教 育 長） ご異議なしと認めます。以上、日程第５「議案第 16 号令和元年度葉山町教育予

算（一般会計補正予算（第５号））（案）」については、原案のとおり承認されま

した。 

それでは、傍聴人にご入室いただくため、暫時休憩いたします。 

 

（議案第 17 号） 

教 育 長） 再開いたします。 

続きまして、日程第６、議案第 17 号「旅館業の営業許可に係る意見について」を

議題といたします。 

議案についての説明をお願いします。沼田教育部長。 

教育部長） 議案第 17 号 旅館業の営業許可に係る意見について。 

旅館業法第３条第４項の規定に基づく旅館業の営業許可に係る施設環境の意見に

ついて、次のとおり申し出るものとする。 

（別紙） 

令和元年 11 月 20 日提出 

葉山町教育委員会 

教育長 﨤町和久 

提案理由 

神奈川県鎌倉保健福祉事務所長から教育委員会の意見を求められたことに伴い、

意見を申し出る必要があるため提案するものです。 

令和元年９月 12 日付、鎌保第 2102 号通知をごらんください。事業者の住所、氏

名、申請予定地、名称及び営業の種類は記載のとおりでございます。２枚目以降に

図面、写真、地図が添付しております。 

この案件については、旅館業法第３条第４項の規定によるものです。内容の趣旨

としては、施設の敷地の周辺おおむね 100 メートルの区域内の施設につき、施設の

清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、その施設が公立

学校であるときは、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意見を求めな

ければならないとなっていることから、申請予定地が一色小学校の 100 メートル区

域内に入るため、第３条第４項の規定に基づき教育委員会に意見を求めているもの

でございます。事務局案としましては記載のとおりになっております。説明は以上

です。 

教 育 長） では、これより質疑を行います。何かありましたらお願いします。 

特によろしいですか。ご質疑がなければ、質疑を終了したいと思います。特に意

見というようなこともございませんか。よろしいですか。 

鈴木委員） 要するに、だめですよと言うことはできないんだと、法律的にね。ですから、

我々としては学校に近いので、一般的なことは基本的に注意してちょうだいねとい



 

 - 26 -

うことなんだろうと思います。これ以上のことは、多分、要求しても意味がないだ

ろうし、要求できないだろうと思うので、いたし方ないものなんだろうなというふ

うに思います。 

教 育 長） ほかに。ご質疑、ご意見はないですか。よろしいですか。それでは、ほかにご質

疑がございませんので、終結いたします。 

それではお諮りいたします。議案第 17 号について承認することにご異議ございま

せんでしょうか。 

委員全員） 異議なし。 

教 育 長） ご異議なしと認めます。以上、日程第６、議案第 17 号「旅館業の営業許可に係

る意見について」は原案のとおり承認されました。 

 

（各課からの報告） 

教 育 長） 続きまして、日程第７「各課からの報告」に入ります。 

まず、学校教育課お願いします。濵名学校教育課長。 

学校教育課長） 葉山町就学援助に関する要綱の一部改正についてご報告をさせていただきます。

お手元の資料をごらんください。改正要綱等の名称ですけれども、葉山町就学援助

に関する要綱です。２番、改正の理由ですが、教育委員会が定める日までに就学援

助申請書を提出し認定された者のうち、小学校１年生がいる世帯に新入学児童学用

品費を 10 月に支給しているが、費目の性質上、入学前に援助を必要とする家庭が

あることから、入学予定者に対し、前倒しで支給できるように小学校入学準備金を

追加し、所要の改正を行う。あわせて、既存の入学準備金（中学校）を中学校入学

準備金に改め、名称の統一を図る。その他、古い記載のままとなっている元号や文

言等の軽微な修正を加えるということで、施行日が令和元年 12 月１日から施行す

るという形で改正をさせていただきました。 

次に、ペーパーをおめくりいただいて、新旧対照表をごらんください。今申し上

げたとおり、軽微な文言の修正等については省略させていただき、大きな改正カ所

のみ説明をさせていただきます。第２条の対象者の第２項、町内に住所を有する次

年度に町立小学校に就学を予定している児童の保護者のうち、前項第１項に該当す

る者をいう、という文言を追加いたしました。これは、支給対象となる者が未就学

児を持つ保護者となるため、それを規定したものとなっております。 

第４条の申請をごらんください。第２項、第３項、第４項を加えました。これは、

今回対象となる者が、町内小学校に在籍していない未就学児の保護者となるために、

新たに小学校入学準備金交付申請書を教育委員会へ提出する必要があるために追加

したものとなります。 

６条、援助の期間をごらんください。援助費の費目として、小学校及び中学校の

入学準備金は、対象となる前年度に支給していることから、それらを除くものとし
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て明記しました。 

第７条入学準備金についてですが、旧要綱では、中学校の入学準備金のみの記載

となっていたため、第１項及び第２項に小学校の入学準備金を加えさせていただい

ております。第８条をごらんください。援助の中止です。第３項に、就学を予定し

ている児童が前条第１項に規定する日、３月１日基準日までに町立小学校以外に就

学することが判明したときは、就学援助を中止する旨を規定いたしました。 

以下、表内の追加修正、提出様式等の修正になりますので、後ほどごらんをいた

だければと思います。説明は以上になります。 

教 育 長） 骨子は明瞭かというふうに思います。細かい修正が、字句修正を含めて多々ある

かと思いますけれども、何か特にご質問等ございましたらお受けしたいと思います。 

鈴木委員） 反対じゃないんだけどね、何でこんなに先に前倒しじゃなきゃいけないのか、理

解できないところが若干あるんだけど。もちろん、この収入に対してなんだけど、

早く支給したら早くどこかで使っちゃうんじゃないかと、そっちのほうが心配なん

だけどな。 

学校教育課長） もともと援助費の中に学用品費というものがあるんですけれども、今回、入学準

備金の対象となる小学校１年生・中学校１年生は、本当に年度末・年度始めに多様

な学用品費、体育におけるジャージとかランドセル購入など、もろもろ出費がかさ

みます。この要綱の趣旨にあるとおり、経済的な理由によって就学困難な児童・生

徒の保護者を対象にしておりますので、特に年度末・年度始めに出費がかさむこの

時期に、極力早めに支給できれば少しでも保護者に寄り添った援助になるという趣

旨で変更させていただいております。。 

鈴木委員） 下位委員に聞きたいんだけど、以前、今、濵名課長が言ったのは当然理解できる

んだけど、保護者側だったら、やっぱりそのぐらい早く欲しいものなのかな。 

下位委員） 今回は小学校が対象ということですが、中学校に目を向けると入学前には、制服

を買ったりとかジャージを買ったりという出費があります。実際、３月では遅いぐ

らい、もっと早い時期に出費はしているのが実際でございます。小学校に関しては、

ランドセルを買うとかあると思いますが、10 月が３月になっても、３月だったら

ランドセルは買えないので、趣旨に合ってるかどうか、ちょっとわからないですが、

結果的に差し上げるもの、援助するものであれば、多少でも、日が早くなるのはあ

りがたいことかと思います。ただ、３月１日の時点で、これは就学予定者というこ

とですので、３月中にこの子どもがほかの自治体に転出した場合とかはどうなるの

かなと、少し気にはなります。以上です。 

教 育 長） これは補足しますか。 

学校教育課長） 小学校の入学準備金に関しては、基準日が３月１日になりますので、それ以前に

転出等がされた場合、当然、援助は行いません。ただ、基準日以降に転出等々され

た方について、そこまで追うことができないので、支給する形になろうかと思いま
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す。ただし、転出した場合に関しては、転出先で、二重の支給がないように、自治

体同士で連絡を取り合うことになっておりますので、一応、そのような対応で考え

ております。 

小峰委員） これに関してなんですけども、学校にいる子でしたら通知を学校で配付すればい

いんでしょうけども、就学前の子どもたちには、この就学援助費の申請ができると

いう周知はどのように行うのでしょうか。 

学校教育課長） 今まで「広報はやま」やホームページ等でもご案内させていただいているのです

が、各ご家庭にご連絡という意味では、11 月・12 月に就学児健診がございまして、

その通知を送る際に、このお知らせも同封しておりますので、そちらで周知を図っ

ているというような状況です。 

小峰委員） 通知と、この交付申請書は、また別物ですよね。交付申請書は、またどこかにも

らいに行くということになるわけですか。 

学校教育課長） はい。ＨＰからダウンロードもできますし、１月初旬に通知する就学通知書の中

にも同封しようと考えております。 

教 育 長） ほかにご質問は。では、よろしいですか。一応、要綱の改正ということでご報告

させていただきました。 

それでは、生涯学習課に移ります。井上生涯学習課長。 

生涯学習課長） 生涯学習課から、令和２年第 72 回成人式について報告をさせていただきます。

日時については令和２年１月 13 日（月曜）祝日でございます。受け付けは 10 時か

ら。式典 11 時から。祝賀会 11 時 50 分から福祉文化会館で開催をさせていただき

ます。対象者は平成 11 年４月２日生まれから平成 12 年４月１日生まれの 311 人が

対象となっております。今回の成人式に当たりまして、実行委員会、新成人 10 人

を委員としてお願いをしております。第１回の実施日は 10 月 31 日に実行委員会を

既に開催しております。委員各位におかれましては、例年どおり 10 時 30 分集合時

間とさせていただく予定でございます。案内状につきましては、あす発送させてい

ただく予定でございます。よろしくお願いいたします。以上です。 

教 育 長） 案内状を詳しくはごらんいただきたいと思います。出席につきましてはご配慮を

お願いいたします。特にご質疑なしということで、よろしいですか。 

ほかに各課報告ございますか。よろしいですか。それでは、各課の報告を終了い

たします。 

 

（その他） 

教 育 長） 続きまして、日程第８「その他」を議題といたします。何か委員さん方から提起

する議題等ございますでしょうか。 

鈴木委員） 虫賀課長、前言ってた葉小の基礎工事のとこね、セメントの修理、これでちょっ

と中で見たんだけど、まだ補修されてなかったわけだけど。それともう一つ、これ



 

 - 29 -

は小峰委員にちょっと行ったときに確認してもらったんだけど、一色のバックネッ

トについても、まだ撤去の部分が終わってないよね。どういう予定。 

教育総務課長） 葉山小学校の昇降口に関しては、町で取り組んでいるみんなの公共施設未来プロ

ジェクトの中の緊急修繕箇所として挙がっております。具体的には来年度、事業者

のほうから直し方の提案を受けつつ、実際に改修が夏にはできると思います。それ

以外にも、コンクリートの剥離している箇所に関しては、基本的に全ての学校で緊

急修繕として来年の夏、実施したいというふうに思います。 

一色小学校のバックネットに関しても、撤去の予算を計上しておりますので、そ

ちらに関しては撤去する予定でございます。 

鈴木委員） いつ。 

教育総務課長） 令和２年度になります。 

鈴木委員） ２年の３月 31 日までということだね。 

教育総務課長） 令和２年度ですので、あとは学校と時期を相談して撤去します。できれば春休み

に撤去したいと思います。 

鈴木委員） 予算としては、今期の予算がないということなの。 

教育総務課長） 工事請負費というふうになろうかと思いますけど、そちらの予算は今年度持って

おりませんので、来年度以降。それから状態に関しては、確かにぐあいは悪いとは

思いますが、直ちに倒壊するおそれがあるというところまでではないというふうに

現場を見ておりますので、できれば来年度予算でやらせていただければと思います。 

鈴木委員） 上半分は絶対危ないと思うんだよ。確かに下の部分はがっちり押さえてあるけど、

上半分、ほとんど宙づりの状態になって、両サイドで押さえて横で巻いてあるんだ

よ。もちろん確かにね、台風 15 号・19 号のときに、それが確かに落ちなかったの

はよかったなと思ってるけど、あれ非常に危険だと思うよ。そこの認識がちょっと

虫賀と俺とで違いがあると思うんだけど。もう一回見解を教えてください。 

教育総務課長） 現場の見立てに関しては、正直、直ちにというふうには考えてません。ただ、鈴

木委員がそこまでおっしゃるのであれば、もう一度、現地を確認しまして、担当と

相談して、できることがないか確認します。 

鈴木委員） 少なくともね、上半分は危ないと思ってるの。ただし、費用的にね、虫賀のほう

がプロなんだけど、全部撤去しても、上半分撤去しても費用はそんなに変わらない

と思ってるんだけど、最悪でも上半分でも落とせばね、ちょうど水沢委員にも見て

もらったんだけど、ちょうど真ん中ぐらいからきっちり割れてるんだよね。上さえ

取っちゃえば、下はそんなに落ちないと思うんだ。一回、ちょっと検討して直接行

って見てみてください。 

教育総務課長） 承知しました。 

教 育 長） ほかには。 

鈴木委員） 今度は濵名課長。男性の育休ということを考えたこと、当然のことながらあるだ
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ろうけど、葉山では多分それを取ったことはないんだろうけど、その辺の心の準備

というかね、金銭的な準備というのはできてるの。 

学校教育課長） 当然、権利としてございますので、葉山町においては、今現在、男性の育休を取

得されてる方はいないのですが、来年度以降、そういった方も出てくる見込みでい

ます。男性が取ろうが女性が取ろうが、育休は一緒ですので、特に問題はございま

せん。あとは、そのあとを補充する人探しが一番の課題です。何しろそこに課題意

識を持っております。 

教 育 長） 男女を問わず人探しをされるということですね。 

鈴木委員） 人探しも大変だと思うしね。例えば、葉山の男性教諭が育休を取って、実際に奥

様は逗子の教員だという場合もあるわけね。そうすると、逗子のほうは人を探さな

いけど葉山は探さなきゃいけない。そういう準備はできてるね。 

学校教育課長） 何しろ、産・育休取得者に充てる代替の非常勤、臨任さんを充てることは、葉山

町に限ったことではないのですが、非常に人手不足です。県内や湘三管内全てにお

いて、そういった臨時的任用職員・非常勤職員が本当にいない状況です。葉山町に

おいても、おめでたい連絡があるのは大変喜ばしいことである反面、人探しという

意味においては非常に苦しい状況にあります。本当にネットワークを広く持って、

人探しはしっかりとやることが私の仕事かなというふうに思っております。 

鈴木委員） だから、大体ここからこの辺休むだろうということで、準備を始めるわけだけど。

男性教員がさっき言ったように葉山にいて、奥さんが逗子にいる場合、男性教員か

らの申請が常時ないとわからないわけだよね。だから、今、濵名課長が言ったこと

が前提になるわけだから、そういう場合にはできるだけ早くね、こちらにもらわな

いと臨任を探せないわけだよね。その辺の事情も踏まえてね、女性・男性にかかわ

らず、女性の場合には自分たちが自分で見てるわけだから校長はわかるわけだけど、

見てないところで育休が欲しいと言ってくる可能性が強いわけね、これからはね。

もちろん、先生はいろんな子どものことを心配するから、かなり早めに言うんだろ

うけど、期待しちゃいけない。人間のことだから。自分は休まないつもりだったん

だけど、急遽休みが欲しいと言ってくる場合もあるので、その辺を防ぐためには、

できるだけ、要するに男性の育休が欲しい方は同じように、奥さんが妊娠されたと

きに申告してもらうなり、そういう可能性があるなら、そういうことを申告してほ

しいという要請を今から出しておくと。濵名課長なんかが、そういうことを率先し

てやっていかないと苦労すると思う。そうでなくても苦労するのがわかってるわけ

だから。十分、その辺は配慮してほしいなというふうに思います。 

教 育 長） 答えますか。 

学校教育課長） おっしゃるとおり、本当に厳しい状況ですので、これに関しては、毎月行われて

いる校長会議で、毎回毎回、早めに申し出てくださいということと、お知り合い等

いい方がいたら紹介してくださいということを言っております。また、今のご助言
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を受けて再度促していきたいと思います。ありがとうございます。 

鈴木委員） 大変だと思うけど、ぜひお願いします。 

次に、今回の台風の学校の避難場所についてね、学校だけで６校か。そのほか入

れると十何カ所開いたよね。３人とか２人とか。教育委員会のメンバー誰が行くの。

僕が教育委員になりたてのときに、学校長が当面はするけども、避難所のほうから

町職の人が来て、避難所対応の担当が来たら、そこで学校長と引き継いで町職がや

るというふうに俺は聞いたことがあるんだけど、今回のことをいろんな方からお聞

きした限りでは、どうもうちから２名とか３名出て、泊まり込みでずっと３名体制

でやると。これちょっと理解できないんだけど、町職が全くいないところでどうい

うふうに運営するんだと。今、町の避難所運営についてはそういうルールになって

るの。だって、町は、だって十分うちの人数からすればものすごい人数いるわけで

しょ。そういう点ではプロがいるわけだよ、向こうに。それだけ学校関係が出てし

まったらね、要請、何かの依頼があったときに梶浦なんか動きがとれないじゃない

の。杉田にしたって大黒にしたってさ。教育という、学校教育課のもともとの仕事

ができないということも考えなきゃいけない。台風なんか何があるかわからないん

だ。それどうなってるのか教えてよ。 

教育総務課長） 防災の体制に関しては、町役場の職員も教育委員会の事務局職員も含めて配備を

しています。ただ、今回のような災害の規模になると、もともと、例えば教育総務

ですと職員が６人いるんですが、５人が招集が一時的にかかってるんですね。そう

いう場合、２日目、３日目となったときに、大変厳しいという話を役場の防災ので

すね、今回の避難所運営の振り返りとして、役場でそういう会を設けてくださった

ので、報告しました。もともと、多分、連日ですね、避難所が開設されるというの

を想定した人数割ではないのではないかと。教育委員会の割り振りが、そもそも多

すぎて支障が出ているんじゃないかというような問題提起はさせてもらいました。

恐らく役場の防災課でも、それを受け止めていただいて、もう少し初動の、何でし

ょう、体制、連日に及ぶことも予測した体制ということに関して検討はしてくださ

るんじゃないかと。おっしゃるとおり、役場には多少の余力というんでしょうか。

そもそも、いつも入らない職員と毎回入ってしまう職員というのが、やはり技術的

な部分とか、比較的男性が、力仕事が多いとか、いろんな事情もあって固定化され

てるところもあるので、そのあたりの工夫をしてほしいというのは申し入れました。

改善されることを期待しています。 

鈴木委員） まずそれをお願いしたい。改善しないと無理があると思うよ。というのは、うち

はたまたま副町長がいないんだからね、教育長が当然責任者としてとられるわけで

すよね。なおかつ、今回もそうだけど、沼田部長なんかも出ていって、沼田部長は

被災者でも帰れないという状況があるわけだよ。それと同じように、うちだって学

校側の職員も使いたいときが出てきたときに、避難所のほうの責任者で行ってたら
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使いようがないじゃない、だって。別に楽させてくれと言ってるわけじゃないんだ。

助けるのはもちろん助けるんだけど、もう少し避難所の開設についてのプロフェッ

ショナル的な人がいるわけだから、その人が責任者でまず入る。その間、うちがち

ょっと調整をするとかね。入った後うちが補助を出すとかっていう分には、当然の

ことだからやらなきゃいけないんだけど、なんせ３日、２日間ずっとその体制でね、

２人、３人入っちゃうというのには、ちょっと無理があるんじゃないかなと。今言

ったように、やり方等についても学校側は熟知してるわけじゃないわけだからね。

だから、そういう点ではぜひ改革というか変更というかしていかないと、結果的に

は町民のためにはならないんじゃないかなというふうに思うので、ちょっと努力し

てもらいたいなと。よろしくお願いします。 

教育部長） 災害時の役割として、避難所運営班や広報班など、いろいろな担当業務に振り分

けられていて、避難所開設・運営が教育部と福祉部の担当になっています。これは、

避難所が学校の体育館や福祉文化会館などであることから、教育部と福祉部になっ

ていると思われます。町役場の職員も、避難所運営について、教育部はもちろん、

全員が研修を受けている訳ではない。また、避難所運営委員会は、突然の地震を想

定していて、進路予測ができる台風を想定していないと聞いています。今回のよう

に、教育部から学校業務員も含め、多くの職員を配置すると、その後の、学校の再

開に影響が出ることも考えられます。そういったことで、先ほど課長も言ったとお

り、防災課には意見をさせてもらって、しっかり検討してもらいたいという話には

なっています。 

鈴木委員） もう、ぜひお願いをしたいなと。どこまでどういう負担をどこにかかるのかって

いうことを、ある程度考えながらやっていかないと、もたないわけですよね。教育

委員会の中で言えば、ほとんど人をとられてしまうというような状況になってきた

ときにね、何か実際の教育行政の問題があったときに、トップはいない、ナンバー

２の部長も入っちゃってるなんていう状況の中であったらね、見たら、あっち側も

みんな施設管理もみんないないなんていう状況になるのは、あまり僕はよくないと。 

それからもう一つはね、もう想定外というような状況はなくて、毎年台風が来れ

ば、あのぐらいの問題が起きるんだということを、全体のもとでね、沼田部長と虫

賀課長との間で調整をしながらね、町長部局との間の調整が必要だと。こういうふ

うにちょっと思うんですけどね。ぜひ、お願いします。 

教育総務課長） 少し話がそれてしまうかもしれませんけど、一部の避難所で、やはり避難者です

ね。子どもも含めて、かなり避難所運営に当たってくださっていました。そういう

意味では、継続的に取り組む避難所を運営するという意味では、必ずしも職員だけ

ではないのかなという成功事例というか、そういう状態の体育館が複数ありました。

そこに関しては、あらかじめ何かを用意したりルールを決めたりすることで、避難

所がそれなりに整然と運用するんだなというのを肌で感じて、これはしっかりと準
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備すべきだなというのは思いました。以上です。 

鈴木委員） ぜひ、お願いします。 

教 育 長 ） 今の話で、多少私からも言っていい。皆さんのお話のとおりなんですけれども、

１つは、部長が別の言葉で言ってくれたように、今の防災時の役割分担が基本的に

は通常の部局編成。それをほぼスライドするような形で行われていて、こういう緊

急事態になったときの組織編成というふうに、別途に仕組まれてないところがある

ように思います。そのことの結果が今回みたいに全ての学校をあけちゃったときに

は、教育委員会が避難所係になってるわけだから、ほぼ払底してしまう状況になる

わけです。２日、３日と重なった場合については、もう完全に人手不足です。ほぼ

３分の２ぐらいが徹夜でもう２日目に突入してしまうわけです。ちなみに、今回は

生涯学習課長も図書館長も避難所運営要員として駆り出す、動員することになって

います。そのことは、皆さんおっしゃったことの繰り返しです。全般通して言うと、

役割分担の話で、まず学校の教員が、鎌倉でやった市町村の連合会の話で少し触れ

ましたけど、どこまでかかわるべきかということに関して、やっぱり、正確な理解

が必要だと思います。今回も校長たちはあらかじめ招集しているんです。でもそれ

は、風水害に備えて学校の施設管理の要員として入れてるわけであって、避難所の

運営スタッフではないんです。そこのところはしっかり確認したい。 

もう善意で、校長さんたちみんな、もしかしたら校長以外に登校した職員も、南

中なんかそうですか。そういう方が手伝ってくれちゃったので。いわばボランティ

アでみんな入っちゃったんです。そのときの線引きとか、実際に、じゃあ入ること

を可能にするかどうか、可能にした場合の手当や何かをどうするのかということを、

やっぱりある程度明確にしておかないと、今後、禍根を残すことになります。原則

的には、理想形を言えば、やっぱり、施設管理だけしていて、避難所を開設し運営

するに当たって、学校側ではここまでやってあげますよとか、問い合わせに答えて

あげますよとか、こういうものはここにありますよとか、そういうサジェストやア

シストをしてあげることはできるけれども、避難所本体の運営作業の中に入ってい

くことは、原則的には違う立場だと思います。そこは確認したい。 

もう一つは、これは部長がおっしゃっていましたけれども、自主避難所運営委員

会、これが、やっぱり、あるところから長くなれば、機能しなければどうにもなら

ないと思います。役場の職員だけであれば、そんなに大した数じゃないので。少な

くともこれらの避難所に行った際には、もう３日目、４日目になると到底無理です。

そういうことを考えると、風水害の場合でも、この避難所運営委員会をどういうふ

うにかかわらせるのかということに関して、やっぱりルール化して明確な区切りを

つけた上でつないでいくことを考えるような、そういう準備をしておくべきです。

学校側、教職員と避難所運営スタッフと、それから自主運営委員会。この３者の間

の接点と連携の仕方、それをしっかりつくるべきではないかというようなことを、
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ここで思いました。あと役場スタッフの分担のことも考えなきゃいけないと思うん

です。すごく大ざっぱな総括的な印象はそういうことになります。 

鈴木委員） 僕も、教育長が今言われたことは知ってたわけですね。だから、学校側が避難所

を運営するんじゃなくて、施設を管理するために学校関係者が出てるというのは前

から聞いてたわけですね。だから、避難所ができたときには、すぐは避難所の担当

が来ないからですね。当然、学校長が音頭をとってやって引き継ぐんだというふう

に思ってたんです。でも、今回ちょっと違ったので、ちょっとお聞きしたんですけ

ど、やっぱりそこを今、教育長言われたように、きちっとした線引きをしないとそ

こで何かあったときの我々の責任というか、本質的な責任までなくなっちゃうわけ

じゃないですか。施設管理の人がやったから大きな問題出たんだよと言われたら、

困っちゃうわけですね。ですから、そこは法的にも費用的にもきちっと区分けをし

て、沼田部長と虫賀課長のほうでね、町長部局との間の調整が僕は必要なんじゃな

いか。これは、もう今後、想定外じゃなくて毎年あるよということを前提に考えて

いただきたい。よろしくお願いします。 

教 育 長 ） 繰り返しになっちゃうんですけれど、例えば南中の益田校長とか、小学校でも、

葉山小の冨樫校長なんか自分で受け付けやっていました。それはそれで、本当に善

意でやってくださって、とてもありがたいのですけれども、そこで仮に、急病で倒

れちゃったとか、事故を起こしちゃったらどうなんだろう。服務上の根拠がないま

まボランティア的に参加したあげく、それは善意ですばらしいけれども、事故にな

っちゃったときの対応なんか当然とれないです。そういう問題、すごく残っている

んです。これは県の規程ともかかわりがありそうなので、そういうことも調整でき

るように、また機会があれば発言していきたいなというふうに思っています。以上

です。 

では、この問題はよろしいですか。 

ほかに何かその他事項はございますでしょうか。特によろしいですか。 

それでは、ないようでしたら、主な行事予定について、教育部長からお願いしま

す。 

教育部長） それでは、主な行事予定です。 

11 月 27 日、教育委員学校視察（南郷中）。 

28 日から、町議会第４回定例会。 

12 月６日、定例校長会議。 

18 日、定例教育委員会。 

27 日、仕事納め。 

年明け、１月６日、仕事始めと新春の集い。 

８日、湘三管内教育長会議。 

９日、定例校長会議。 
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13 日、第 72 回葉山町成人式。 

教 育 長 ） ほかに、行事予定に関して追加等はお持ちでしょうか。ご質問等ございますか。 

委員全員） なし。 

教 育 長 ） よろしいですか。図書館から補足はない。 

図書館長） ございません。 

教 育 長 ） 行事予定を確認させていただきました。 

ほかにないようでしたら、終了してよろしいでしょうか。 

それでは、以上を持ちまして本日の日程は全て終了いたしました。これにて閉会

といたします。時刻は 16 時１分でございます。お疲れさまでした。 

 

 


